
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律

（趣
旨
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用

い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
に
与
え
る
影
響
に
鑑
み
、
当
該
事
業
に
係
る
費
用
の
上
昇
の
抑
制
及
び
輸
送
力
の
確
保
に
資
し
、

も
っ
て
国
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
当

該
事
業
の
振
興
を
助
成
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
）

第
二
条
　
都
道
府
県
は
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
を
営
む
者
を
構
成
員
と
す
る

一
般
社
団

法
人
で
あ

っ
て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
も
の

（
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公

益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法

（明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
事
業
を
営

む
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
事
業
の
振
興
を
助
成
す
る
た
め
の
交
付
金

（以
下

「運
輸
事
業
振
興
助
威
交
付
金
」
と
い

一



二

う
。
）
を
交
付
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
運
輸
事
業
振
興
功
成
交
付
金
の
額
は
、
平
成
六
年
度
以
降
に
交
付
さ
れ
た
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
各
年
度

に
お
け
る
総
額
の
水
準
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
総
務
省
令

。
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
を
基
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
使
途
）

第
二
条
　
単削
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

当
該
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
額
を
、
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
事
業
、
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
改

善
に
関
す
る
事
業
、
環
境
対
策
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用

い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
を
充
て
て
行
っ
た
事
業
の
実
績
そ
の
他
の
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（財
政
上
の
措
置
）



第
四
条
　
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
経
費
は
、
地
方
交
付
税
法

（昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
十

一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る

基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（省
令

へ
の
委
任
）

第
五
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
を
実
施
す
る
た

め
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令

・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（検
討
）

２
　
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



理
　
由

軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事

業
に
与
え
る
影
響
に
鑑
み
、
当
該
事
業
に
係
る
費
用
の
上
昇
の
抑
制
及
び
輸
送
力
の
確
保
に
資
し
、
も
っ
て
国
民
の
生
活
の
利

便
性
の
向
上
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
当
該
事
業
の
振
興
を
助
成
す
る

た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

五


